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１ 都市計画について 

（１）都市計画の目的（都市計画法第 1 条） 

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関

し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土

の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（２）都市計画の役割 

都市計画とは都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある市街地の形成を図るため、

土地利用についての規制・誘導、道路・公園などの都市施設の整備、市街地開発事業に関

する計画など、都市計画法の規定に基づき定められたものをいいます。 

本市においては、高速交通時代をむかえた中で、北信州の中心都市としての発展を計画

的に誘導し、秩序ある市街地を形成し、人々の健康で文化的な生活と機能的な都市活動を

確保し、活力あるまちづくりに貢献するものです。 

（３）都市計画制度のイメージ 

 

  
都市計画の場を定める 

都市計画区域の指定・変更 

都市計画の将来像を描く 

都市計画区域の 

マスタープラン(県) 
市町村マスタープラン 

都市計画を決める 

土 地 利 用（線引き、用途地域の指定 等） 

マスタープランに基づき都

市計画の決定・変更 

都 市 施 設（道路、公園、下水道 等） 

市街地開発事業（土地区画整理事業 等） 

地 区 計 画 等（地区内の用途制限・公共施設の配置 等） 

事業認可（承認） 

都市計画事業 都市計画制限 

◇都市計画に対応した

開発許可、建築制限等 

◇都市計画施設の整備、

市街地開発事業の実施 

都市計画を実現する 
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（４）都市計画の決定手続き 

 

  市が定めるもの 

素案の作成 素案の作成 地元の意向把握 

説明会・公聴会（法第 16 条①） 説明会・公聴会（法第 16 条） 

原案の作成 原案の作成 

市への意見聴取（法第 18 条） 

市都市計画審議会 

地区計画に関する
法第 16 条第 2 項
の規定による市条
例により、原案作
成の段階で一定の
利害関係者に対す
る意見聴取手続が
必要となる。 

案の公告・縦覧（法第 17 条） 案の公告・縦覧（法第 17 条①） 
意見書の提出
（法第17条②） 

県都市計画審議会（法第 18 条①） 

市都市計画審議会（法第 19 条①） 

国土交通大臣の同意（法第 18 条③） 

県知事の協議（法第 19 条③） 

都市計画の決定（法第 18 条①） 都市計画の決定（法第 19 条①） 

告示・縦覧（法第 20 条①②） 告示・縦覧（法第 20 条①②） 

県が定めるもの 

 

○県が定めるもの 

・都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針（都市計画区域マスタープラン） 

・都市計画区域 

・市街化区域と市街化調整区域の区分 

・都市計画道路のうち一般国道、県道及び

４車線以上の市町村道 

・面積 10ha 以上の公園、緑地、広場 

など 

 

 

○市が定めるもの 

・都市計画マスタープラン 

・用途地域 

・地区計画 

・都市計画道路のうち４車線未満の市道 

・面積 10ha 未満の公園、緑地、広場 

など 

協議回答 
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（５）飯山市まちづくり基本計画 

『飯山市まちづくり基本計画』は、都市計画に関する長期的な方針を定めた「都市計画マスタープ

ラン」と、人口減少の中でも持続可能な都市構造を形成するための取組を定めた「立地適正化計

画」を組み合わせた計画であり、本市のまちづくり・都市計画の基本方針を定めるマスタープラン

です。 

『飯山市まちづくり基本計画』の推進を通じ、中心拠点と周辺集落がしっかり結ばれる「多極ネッ

トワーク型コンパクトシティ」を目指すことで、人口減少・少子高齢化が進む中でも暮らし続けられ

る持続可能な都市構造を形成します。 

 

計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多極ネットワーク型コンパクトシティ 

人口減少社会でも地域の活力を維持・強化するために、中心拠点の人口や都市機能を維持すると

同時に集落維持に必要な施策を打つことで、市域全体が持続可能な都市構造となることを目指しま

す。 

 

 

 

 

  

 

 

 

関連する主な計画等 

県が定める計画 飯山市が定める計画 

飯山市第５次総合計画、飯山市国土利用計画 

即する 

法定計画  

都市分野の計画 

飯山市総合戦略 
飯山市まちづくり基本計画 

 

 
都市計画区域の 

整備、開発及び 

保全の方針 

連携 

整合 

立地適正化計画 

即

都市計画決定（県） 
都市計画決定（市） 

 

即する 踏まえる 
即する 

土地利用 
個
別
の
事
業 

長野県都市計画 

ビジョン 
即する 

飯山市過疎地域自立促進計画 

飯山市景観計画 

飯山市公共施設等総合管理計

都市計画マスタープラン 

飯山市健康増進計画 
都市施設 
市街地開

都市計画区域 
区域区分 

その他各種関連計画 

飯山市環境基本計画 
連携 

整合 

規制・誘導 事業化 

〇人口減少、少子高齢化 

〇産業の衰退、雇用減少 

〇地域の魅力低下 

〇災害に対する不安 

〇インフラ維持コストの

増大 

都市が抱える課題 

中心 
拠点 

生活 
拠点 

コンパクト 

ネットワーク 

利便性の高い公共交通で

拠点間をネットワーク 

〇生活利便性の維持 

〇地域産業の活性化 

〇災害に対応したまち

づくり 

〇行政コストの削減 

多極ネットワーク型 
コンパクトシティ 

各拠点に都市機能と居住

を維持・集積 


